
しました。その後、平成26年4月に人事室内にダイ
バーシティ女性活躍推進グループ（現、ダイバーシ
ティ推進グループ）を設置し、全国7か所にある本店・
支店の人事・総務担当者の中からダイバーシティ推進
担当を任命し、全国で各種施策を展開しています。同
社では、『新卒採用者に占める技術系従業員のうち、
女性従業員の採用を15%以上』という目標を設定し、
積極的に女性技術者の採用を進めています。女子学
生向けの採用パンフレットを作成するとともに、採用
ホームページ内においても社内の各分野で活躍し、
ロールモデルとなる女性従業員を積極的に紹介して
います。その結果、技術系総合職に占める女性割合は
12.4%（平成27年度）から22.7%（平成29年度）にま
で増加しており、技術系の女性を多く採用することに
成功しています。平成22年度に、女性従業員のボ
リュームゾーンであった「専任職（職務の限定あり）」
を管理職に登用できる「地域限定管理職制度」を導
入し、女性従業員の活躍の場を拡大する取組を実施
しました。また、女性の技術者が現場で働きやすいよ
うに職場環境を整備し、施工分野等へ女性従業員を
積極的に配置しています。この取組の結果、建築技術
に従事する女性割合が3.4%（平成27年度）から3.7%

（平成29年度）、設計に従事する女性割合が11.0%

（平成27年度）から12.2%（平成29年度）、設備に従事
する女性割合が4.2%（平成27年度）から5.0%（平成
29年度）に上昇し、女性の活躍の場が着実に広がっ
ています。同社では、女性割合の低い課長職以上の
候補者の母集団を確保するため、平成25年度から主
任級の女性を対象に、選抜型育成研修である「女性
リーダー育成研修（W-LEAP）」を開催しています。こ
の研修は2か年で実施し、同期の受講生のネットワー
クを構築するだけでなく、過年度の受講生がメンター
として受講生をフォローすることで、タテのネットワー
クも構築できます。このことが、女性従業員が将来の
キャリアを考える上で、現状の課題点を整理する助け
となっています。これまでに、研修受講者50名のうち、
16名が管理職へ昇格しました。その結果、課長クラス
に占める女性割合が3.2%（平成27年度）から4.2%

（平成29年度）まで増加しました。また、同社では、管
理職に昇格した後も、社外の能力開発研修に積極的

性従業員が仕事と家庭の両立を図りながらキャリア
を形成することに対して、取引先にも理解を促すとと
もに、女性にも配慮した作業所環境を構築することが
課題となっています。
　これらの課題に対して、全社的な生産性向上、働き
方の見直しを通じた時間外労働の削減を図るととも
に、女性が働きやすい作業所環境の整備のために、
女性従業員の声を反映して作成した「女性が働きや
すい作業所環境整備マニュアル」を、今後本格運用
する予定です。同社では、平成29年4月に社長を委員
長として設置された「抜本的全社生産性向上による
WLB向上委員会」にて、長時間労働体質の改善をは
じめとする働き方の見直しを進めており、今後全従業
員のワーク・ライフ・バランスの実現を図るための具
体的な施策を順次展開していく予定です。また、平成
30年4月より、新しい従業員体系として、地域限定の
総合職を導入することにより、家庭の事情等で全国
転勤ができないため総合職になれなかった従業員に
も、総合職への転換の道を拓いていきます。これらを
はじめとして、女性従業員が継続就業しながら、キャ
リアを形成できるように、両立支援制度の拡充等の
一つひとつの課題に取り組むことで、「性別にかかわ
らず、誰もが働きやすい職場」に向けた全社的な意識
改革等の取組をより一層進めていきます。　株式会
社 竹中工務店は、創立100年を超える歴史を持つ総
合建設企業です。同社では、CSRビジョンとして『ス
テークホルダーとの対話を深め、その思いを「まちづく
り」を通してかたちにし、未来のサステナブル社会へ
つないでいきます。』を掲げ、建築というもの作りを通
じた新たな価値の提供に向けて、多様な視点からの
発想で進化し続けることが重要であると考えていま
す。そのため、性別や国籍を問わず継続的に優秀か
つ多様な人材の確保と活用を推進すべく、同社では、
全従業員がその能力を遺憾なく発揮できる職場環境
の整備と従業員の能力伸長を支援しています。昭和
63年に3名の女性総合職を採用して以来、毎年継続
して女性総合職を採用しています。平成26年1月に
「女性社員の活躍推進の視点から」というテーマで実
施したステークホルダーダイアログで明らかとなった
課題の解決に向けて、さまざまな施策の検討を開始

する女性割合が4.2%（平成27年度）から5.0%（平成
29年度）に上昇し、女性の活躍の場が着実に広がっ
ています。同社では、女性割合の低い課長職以上の
候補者の母集団を確保するため、平成25年度から主
任級の女性を対象に、選抜型育成研修である「女性
リーダー育成研修（W-LEAP）」を開催しています。こ
の研修は2か年で実施し、同期の受講生のネットワー
クを構築するだけでなく、過年度の受講生がメンター
として受講生をフォローすることで、タテのネットワー
クも構築できます。このことが、女性従業員が将来の
キャリアを考える上で、現状の課題点を整理する助け
となっています。これまでに、研修受講者50名のうち、
16名が管理職へ昇格しました。その結果、課長クラス
に占める女性割合が3.2%（平成27年度）から4.2%

（平成29年度）まで増加しました。また、同社では、管
理職に昇格した後も、社外の能力開発研修に積極的
に派遣し、女性のキャリアアップを支援しています。女
性活躍推進に関するトップメッセージや、ダイバーシ
ティをテーマとした役員・従業員の対話の様子を、社
内報を通じて全社に発信しています。また、全従業員
を対象にeラーニング「ダイバーシティ講座」を展開
し、部下を育成する立場にあるライン長には「ダイ
バーシティライン長研修」を実施しています。この研
修では、現場で実際に女性部下を持つライン長への
取材をもとに作成したオリジナルの研修教材を用い
ることで、現場に即した内容でダイバーシティ推進に
対する理解を深めるとともに、部下のキャリア形成を
サポートするポイントを学ぶことができます。
　さらに、若手女性従業員による疲労軽減ウェア「職
人DARWING小町」の開発や（一社）日本建設業連合
会の「けんせつ小町工事チーム」への登録等、女性従
業員が作業所（建設現場）で活躍できるような環境づ
くりを積極的に進めています。
近年、建築を学ぶ女子学生の比率が高まっており、同
社でも前述の通り、女性の技術系従業員を積極的に
採用してきました。一方、特に建設作業所においては、
取引先も含めて一般的に男性が多く、働き方をはじ
め、更衣室や休憩室等も男性仕様になっていることか
ら、女性が働き続けることへの理解や、働きやすい環
境の整備は十分ではありませんでした。このため、女
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積極的に女性技術者の採用を進めています。女子学
生向けの採用パンフレットを作成するとともに、採用
ホームページ内においても社内の各分野で活躍し、
ロールモデルとなる女性従業員を積極的に紹介して
います。その結果、技術系総合職に占める女性割合は
12.4%（平成27年度）から22.7%（平成29年度）にま
で増加しており、技術系の女性を多く採用することに
成功しています。平成22年度に、女性従業員のボ
リュームゾーンであった「専任職（職務の限定あり）」
を管理職に登用できる「地域限定管理職制度」を導
入し、女性従業員の活躍の場を拡大する取組を実施
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うに職場環境を整備し、施工分野等へ女性従業員を
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護休暇」や「勤続年数に応じた多目
的休暇」をはじめとした法定を上回
る育児・介護制度を打ち出し、育児
休業中の復帰への不安を解消でき
るよう複数の面談や会議録の送付
等を行い、スムーズな復帰を支援し
てきました。今後もさらに取組を推進
し、働きやすい環境を整えることで、
良質なケアの実践とすべての職員が
“いきいき”と働けるような魅力ある
職場づくりを目指してまいります。

　この度は、厚生労働大臣優良賞と
いう名誉ある賞をいただき、大変光
栄に存じます。開設以来の様々な取
組を評価していただけたこと、また
職場の活性化につながる機会を与え
ていただけたことに重ねて感謝申し
上げます。福祉施設を運営している
当法人は「働きやすい環境でなけれ
ば良いケアはできない」という考え
のもと、子育てと家庭の両立支援を
中心に、「勤続年数に応じた子の看

職員が仕事と育児・介護を両立しながら安心して働けるよう、
現場での課題や職員からの要望に対して丁寧に対応。
すべての職員が働きやすい職場環境整備を推進

験をしてもらう「子どもお仕事参観日」等の取組を実
施することで、職場が円滑に回るように工夫していま
す。また、「勤務に関するアンケート」だけではなく、施
設長をはじめとする理事自らが介護現場に近いとこ
ろに入り込み、職員一人ひとりと頻繁にコミュニケー
ションをとることで、職員の抱える悩みや不満、働く上
での課題や要望等を把握するように努めています。

　同法人では、職員の7割が女性であり、また、20代
～40代の職員が８割以上を占めています。育児と仕
事を両立している職員は多く、今後も育児休業の取
得等によってしばらく介護現場の人手不足が続くこと
が見込まれます。しかし、これまでの取組の成果とし
て、全職員がお互いの家庭環境を理解し、お互いに協
力し合う職場の風土が醸成され、職員同士の良好な
関係も構築されてきているため、今後も職員同士が
協力し合うことにより、乗り切ることができると考えて
います。
　これから介護業界を取り巻く環境はますます厳しく
なることが予想されておりますが、引き続き職員が日
頃感じている職場での課題や要望について丁寧に拾
いあげ、それを解決することで、全職員が一丸となっ
て働きやすい職場環境づくりに努めていきます。

応できるように、平成28年6月に、子の看護休暇およ
び家族の介護休暇を勤続年数に応じて有給とし、さ
らに時間単位で取得できるようにしました。また、同
法人の理事長が運営する、隣接する法人と共同で、
事業所内託児施設を経営しています。この事業所内
託児施設では、夜勤で働く介護職員も子どもを預け
ることができるように24時間保育を行っています。さ
らに、保育料に応じて補助を支給することで、子ども
を預けて働く職員の経済的負担を軽減しています。
　同法人は育児と仕事を両立している職員への環
境整備を進める一方で、その他の職員にも、不平等
感を感じることなく、モチベーション高く働いて欲し
いと考え、平成28年6月に利用目的を問わない「多目
的休暇」（特別休暇）を創設しました。この「多目的休
暇」は勤続年数に応じて最大4日付与されます。
　同法人では、職員の勤務状況を把握するために、
定期的に「勤務に関するアンケート」を実施し、現場
における課題や要望を抽出する取組を継続して行っ
ています。そこで抽出された現場における課題や要
望について、毎月の部門長会議で取り上げ、職員が
仕事と育児や介護の両立がよりしやすくなるように、
就業規則の見直し等を、スピード感をもって実施し
ています。

　同法人では、日頃から職員が互いの家庭環境を理
解し合い、協力体制を築けるように、「子育て懇談会」
を開催したり、職員の子どもを職場に招待して職場体

児休業を取得しており、取得率及び育児休業後の復
職率は100％となっています。
　育児短時間勤務制度は、小学校就学の始期に達す
るまで、所定労働時間を9時から16時の6時間で勤務
することができます。平成29年度に3名が育児短時間
制度を利用しました。
　同法人では、育児休業中の職員がスムーズに職場
復帰できるように、職場に関する情報を育児休業中
の職員に送付するほか、職員用ページに法人の両立
支援制度等の情報を掲載しています。また、産休・育
休前、復職前、職場復帰2か月後に施設長及び上司が
本人と面談をすることで、働き方や職場における要望
を聞くようにしています。施設長からは、要望を聞くだ
けではなく、同法人の多様な勤務制度についても面
談を通じて復職者に紹介しています。

●介護関連制度
　介護休業制度は、対象家族1人につき、原則とし
て、通算95日間の範囲で5回まで取得することができ
ます。
介護短時間勤務制度は、対象家族1人当たり、利用
開始日から3年の間で、3回までの範囲内で所定労
働時間を9時から16時の6時間に短縮して勤務する
ことができます。

●その他の取組等
　同法人では、介護現場で働く職員が安心して働く
ことができ、休暇を取得しやすい職場づくりを目指し
ており、子どもの突発的な病気やケガ等に柔軟に対

　社会福祉法人平鹿悠真会は、秋田県横手市にて
特別養護老人ホームの運営や、居宅介護支援事業
等を展開しています。同法人は、「介護の質を向上さ
せるためには、介護の現場で働く職員がのびのびと
働ける環境を整備することが重要である」という理
事長の考えのもと、設立当初から職員の仕事と育児
の両立支援や、全職員が安心して働ける職場づくり
を目指し、各種取組を展開してきました。同法人で
は、施設長が主催し、毎月開催される部門長会議に
おいて、施設に入居されている方の状況を報告する
だけではなく、職員の休暇取得状況や、日々働いて
いる中で気づいた課題点等についても議論してお
り、報告された課題に対して就業規則を見直す等の
措置を適宜実施しています。これまでの取組として、
子育て中の職員から「子どもの急な病気に対応でき
るようにしてほしい」との声を受け、勤続年数に応じ
て子の看護休暇を有給化し、時間単位で取得できる
ように制度変更する等、職員が働きやすく、休暇を
取得しやすい職場づくりを積極的に進めています。

●育児関連制度
　育児休業制度は、原則として、子が満2歳に達する
までを限度として取得可能です。平成27年度から平
成29年度の間に、男性職員1名が取得し、取得率は
50%でした。一方、女性職員も同期間に毎年2名が育

社会福祉法人平鹿悠真会
介護福祉業

厚生労働大臣優良賞

平鹿悠真会の皆様

取組上の課題等

今後の展望

取組の背景と経緯
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受賞企業のコメント

ファミリー・フレンドリー企業部門　

2014年（平成26年）
秋田県横手市
介護施設サービス業、在宅介護
サービス業
34人
（女性：24人、男性10人）
（2018年4月1日現在）
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